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【長野地域振興局】

番号 市町村 事業の種類 事業箇所 事業内容 事業費(円) 補助金(円)

１ 観光地等の景観整備 上ケ屋
枝落とし

157本　（1.50ha）
3,281,300 2,940,000

２ 緩衝帯の整備
若穂保科
ほか5箇所

緩衝帯整備　3.01ha 4,934,437 3,870,000

計 8,215,737 6,810,000

３ 須坂市
森林の病害虫被害対策
（森林外被害木処理）

須坂市内
一円

松くい虫被害木の駆除
12.57ｍ3　（11本）

539,000 250,000

４ 坂城町
森林の病害虫被害対策
（枯損木利活用）

村上地区
枯損木処理　76.90m3
作業道開設　117m

2,550,900 2,260,000

５ 高山村
森林の病害虫被害対策
（森林外被害木処理）

森林以外の
松林

松くい被害木の伐倒及び
破砕処理　5.00m3

242,000 121,000

６ ライフラインの保全対策 倉井地区 危険木の伐採　32本 1,013,760 911,000

７ 観光地等の景観整備 飯綱東高原 間伐　1.16ha 2,440,000 2,196,000

８ 緩衝帯の整備 横手地区 除伐　0.78ha 950,400 855,000

計 4,404,160 3,962,000

９ 小川村 ライフラインの保全対策
柏土①

ほか3箇所
危険木伐採　18本 1,534,500 1,378,000

17,486,297 14,781,000

令和５年度　市町村森林整備支援事業実績一覧表

長野市

飯綱町

合　　計

備考



№ １  長野市 

事 業の種類 観光地等の景観整備 

事 業 目 的 

（１）地域の森林における現状と課題 

大座法師池周辺のカラマツ林は保健休養保安林にされており、令和４

年５月にはキャンプ場がリニューアルしたほか、フォレストアドベンチ

ャー施設、子天狗の森アスレチックなど、市内外の観光客が森林空間を

楽しむ場となっている。しかし、当地の高齢級のカラマツの多くは、樹

冠に太い枯枝が残されており、景観を阻害するほか、枯枝の落下によっ

て林内空間利用者が負傷する危険性がある。 

 

（２）本事業の目的 （（1）の課題への対応について記載） 

  特殊伐採によりカラマツの枯枝を除去することで、景観の向上と森林

空間利用者の安全を図る。 

 

事 業 内 容  

（１） 実施箇所 

    長野市上ヶ屋 

（２）実施内容及び数量 

    枝落とし １５７本（A=1.5ha） 

  

（要綱第３第２項の補助対象外事業でないことを確認） 

☑県が交付する補助金等の交付を受けた事業ではない。 

☑国の支出する支出金及び補助金等の交付を受けた事業ではない。 

☑国又は県が出資する財団法人等から助成金の交付を受けた事業 

ではない。 

事業実施期間 令和５年９月 11 日 ～ 令和６年１月 19 日 

事 業 費  3,281,300 円  

（実施写真等） 



№ ２  長野市 

事 業の種類 緩衝帯の整備 

事 業 目 的 

（１）地域の森林における現状と課題 

長野市内の農山村地帯では、野生長獣の個体数が増加し、ニホンジカ、

イノシシ、ニホンザルによる農林害が発生しており、ツキノワグマによる

人身被害が心配される。 

森林の生活のための利用が低迷しており、農地や集落に隣接した森林の

林縁部の繁茂した草木類が野生鳥獣の隠れ家となっている。 

 

（２）本事業の目的 （（1）の課題への対応について記載） 

 林縁部の繁茂した草木や林内の劣勢木を中心に伐採・集積し、緩衝帯を

整備することで農地や集落に野生鳥獣が出没しにくい環境を整備するこ

とで農業被害および人身被害を防ぐ。 

 

事 業 内 容  

（１） 実施箇所 

 若穂保科１箇所、中条２箇所、信州新町２箇所、七二会１箇所 

計６箇所 

（２）実施内容及び数量 

   緩衝帯整備 Ａ=３.０１ha 

 

（要綱第３第２項の補助対象外事業でないことを確認） 

☑県が交付する補助金等の交付を受けた事業ではない。 

☑国の支出する支出金及び補助金等の交付を受けた事業ではない。 

☑国又は県が出資する財団法人等から助成金の交付を受けた事業 

ではない。 

事業実施期間 令和５年９月７日 ～  令和６年３月 ４日 

事 業 費  4,934,437 円  

（実施写真等） 

 



№ ３  須坂市 

事 業の種類 
森林の病害虫被害対策 

松くい虫被害木駆除事業（森林外被害木処理） 

事 業 目 的 

（１）地域の森林における現状と課題 

松くい虫被害が拡大し、森林の環境に悪影響を及ぼしていることか

ら、森林の健全な育成と景観形成の保全のため、早急の対応を必要とし

ている。 

 

（２）本事業の目的 （（1）の課題への対応について記載） 

松林健全化推進事業及び保全松林健全化整備事業の補助対象となら

ない松くい虫被害木を駆除し、景観形成の整備を図る。 

 

事 業 内 容  

（１）実施箇所 須坂市内一円 

（２）実施内容及び数量  

  松くい虫被害木の駆除 

  くん蒸 3.12ｍ3（４本） 

  破砕  9.45ｍ3（７本） 

 

 （要綱第３第２項の補助対象外事業でないことを確認） 

☑県が交付する補助金等の交付を受けた事業ではない。 

☑国の支出する支出金及び補助金等の交付を受けた事業ではない。 

☑国又は県が出資する財団法人等から助成金の交付を受けた事業 

ではない。 

事業実施期間 令和 5 年 8月 29 日  ～  令和 5 年 11 月 13 日 

事 業 費 539,000 円 

（実施写真等） 



№ ４  坂城町 

事 業の種類 森林の病害虫被害対策（枯損木の利活用） 

事 業 目 的 

（１）地域の森林における現状と課題 

坂城町では近年、松くい虫被害が増加傾向であり、伐倒駆除をは

じめ総合的な被害防止対策を実施しているが、駆除しきれなかった

被害木が白骨化し、倒木の危険と景観の悪化を招いているため、こ

れらの枯損木を伐倒処理するとともに、バイオマス発電所へ搬出

し、有効活用を図る。 

（２）本事業の目的 （（1）の課題への対応について記載） 

里山における枯損木を除去し、倒木による被害や山地災害を未然に

防止するのみではなく里山と集落による景観形成の保全にも繋げる。 

 

事 業 内 容  

（１） 実施箇所 

   坂城町 村上地区 

（２）実施内容及び数量 

作業道 117ｍを整備し、４ｔ車が通行可能な道路沿い 30ｍ以内の枯

損木 76 ㎥を伐倒処理し、バイオマス発電所へ搬出し、チップ燃料と

する。 

    枯損木処理 76.896 ㎥、作業道開設 117ｍ 

（要綱第３第２項の補助対象外事業でないことを確認） 

☑県が交付する補助金等の交付を受けた事業ではない。 

☑国の支出する支出金及び補助金等の交付を受けた事業ではない。 

☑国又は県が出資する財団法人等から助成金の交付を受けた事業 

ではない。 

事業実施期間 令和５年 10 月 25 日  ～ 令和６年１月 23 日 

事 業 費           ２,５５０,９００円 

（実施写真等） 



№ ５  高山村 

事 業の種類 森林の病害虫被害対策（森林外被害木の処理） 

事 業 目 的 

（１）地域の森林における現状と課題 

 松くい虫被害が増加し、森林の環境に悪影響を与えていることから、森

林の健全な育成や森林景観を保全するため、守るべき松林に接近する（2

㎞以内）松くいの被害木の松くい虫被害防除を行う必要がある。 

 

（２）本事業の目的 （（1）の課題への対応について記載） 

 松林健全化推進事業及び保全松林緊急保護整備事業の対象とならない

森林以外の箇所の松くい虫被害木を駆除し、守るべき松林への被害を防ぐ

とともに景観の向上を図る。 

 

事 業 内 容  

（１）実施箇所  森林以外（公園等）の松林 

（２）実施内容及び数量 

   森林以外の松くい虫被害木の伐倒及び破砕処理 

  令和５年度実績 

    5.00m3 大字牧 （YOU 游ランド、歴史民俗資料館） 

 

（要綱第３第２項の補助対象外事業でないことを確認） 

☑県が交付する補助金等の交付を受けた事業ではない。 

☑国の支出する支出金及び補助金等の交付を受けた事業ではない。 

☑国又は県が出資する財団法人等から助成金の交付を受けた事業 

ではない。 

事業実施期間 令和 5 年 12 月 27 日 ～ 令和 6 年 2 月 28 日 

事 業 費 242,000 円 

（実施写真等） 

２ 個別事業実績   



№ ６  飯綱町 

事 業の種類 ライフライン等の保全対策 

事 業 目 的 

（１）地域の森林における現状と課題 

事業計画箇所に隣接する道路は学校の通学路としても利用されてい

るが、例年、強風による倒木の発生や積雪による枝等の落下等により通学

する児童への危険が及ぶ可能性がある。 

（２）本事業の目的 （（1）の課題への対応について記載） 

枯損や樹幹の傾き等、倒木の危険性が高い木竹を伐採することで、

強風や降雪時における倒木の発生を防ぐ。 

 

 

 

事 業 内 容  

（１）実施箇所 飯綱町倉井地区 

（２）実施内容及び数量 

実施内容：倒木等により被害を及ぼす恐れのある立木竹の伐採 

数  量：32 本 

 

（要綱第３第２項の補助対象外事業でないことを確認） 

☑県が交付する補助金等の交付を受けた事業ではない。 

☑国の支出する支出金及び補助金等の交付を受けた事業ではない。 

☑国又は県が出資する財団法人等から助成金の交付を受けた事業 

ではない。 

事業実施期間 令和５年 10 月 2 日  ～  令和５年 12 月 27 日 

事 業 費          1,013,760 円 

（実施写真等） 



№ ７  飯綱町 

事 業の種類 観光地等の景観整備 

事 業 目 的 

（１）地域の森林における現状と課題 

事業計画箇所は、飯綱町の観光地「霊仙寺湖」に隣接する丘陵地の歩道沿

いの山林であり、歩道は町指定のトレイルランニングコースでもあり観光

客の散策路としても利用されている。 

この山林も経年変化により鬱蒼とした薄暗い状態であり、観光地としての

イメージダウンに繋がっているほか、野生動物との突発的な事故も心配さ

れている。 

（２）本事業の目的 （（1）の課題への対応について記載） 

雑木等の除間伐を実施し、歩道から見て景観的に明るい状態に整備するこ

とで豊かな森林資源を生かした観光地としての魅力向上を図る。 

 

事 業 内 容  

（１） 実施箇所 飯綱東高原（霊仙寺湖周辺） 

年間観光利用者数：169，200 人 

（２）実施内容及び数量 

実施内容：間伐 

数  量：1.16ha 

（要綱第３第２項の補助対象外事業でないことを確認） 

☑県が交付する補助金等の交付を受けた事業ではない。 

☑国の支出する支出金及び補助金等の交付を受けた事業ではない。 

☑国又は県が出資する財団法人等から助成金の交付を受けた事業 

ではない。 

事業実施期間 令和５年 11 月 20 日  ～  令和６年３月５日 

事 業 費 2,440,000  円 

（実施写真等） 



№ ８  飯綱町 

事 業の種類 緩衝帯の整備 

事 業 目 的 

（１）地域の森林における現状と課題 

事業計画箇所は里山に近い農地でイノシシ等の野生鳥獣の出没が多

く、農作物被害が多発しており、人身被害の恐れもあり課題となっている。 

 

（２）本事業の目的 （（1）の課題への対応について記載） 

藪等を除去することにより、森林内の見通しを確保し、集落周辺の潜み場

を減らすことで農作物被害及び人身被害を未然に防ぐ。 

 

事 業 内 容  

（１）実施箇所  

飯綱町横手地区 

 

（２）実施内容及び数量 

実施内容：除伐 

数  量：0.78ha 

 

（要綱第３第２項の補助対象外事業でないことを確認） 

☑県が交付する補助金等の交付を受けた事業ではない。 

☑国の支出する支出金及び補助金等の交付を受けた事業ではない。 

☑国又は県が出資する財団法人等から助成金の交付を受けた事業 

ではない。 

事業実施期間 令和５年 10 月 3 日  ～  令和５年 11 月 27 日 

事 業 費   950,400 円 

（実施写真等） 

 



№ ９  小川村 

事 業の種類 ライフライン等の保全整備 

事 業 目 的 

（１）地域の森林における現状と課題 

 樹木の枯損や傾きにより、倒木の危険性が高い樹木があり、倒木時に電

線や幹線道路などのライフラインに影響を及ぼす可能性がある。 

 また、道下には家屋があるため、居住に影響が出る可能性もあり、非常

に危険な状況である。 

 

（２）本事業の目的 （（1）の課題への対応について記載） 

 対象森林のうち、危険性の高い樹木を選木し伐採処理する。 

 

事 業 内 容  

（１）実施箇所        柏土① ほか３箇所 

（２）実施内容及び数量    危険木の伐採 １８本 

 

（要綱第３第２項の補助対象外事業でないことを確認） 

☑県が交付する補助金等の交付を受けた事業ではない。 

☑国の支出する支出金及び補助金等の交付を受けた事業ではない。 

☑国又は県が出資する財団法人等から助成金の交付を受けた事業 

ではない。 

事業実施期間 令和５年１２月８日  ～  令和６年２月２日 

事 業 費 1,534,500 円 

（実施写真等） 

 


